
(宛 先 )

T100-8916
電話

FAX

厚生労働省 医薬・生活衛生局
食品基準審査課 残留農薬等基準審査室 宛

東京都千代田区霞が関1-2-2
03(5253)1111(内線4289)
03(3595)2423(18時 以降)

03-3595-2432(残 留農薬等基準審査室FAX)

寄付金・契約金等受取(割当て)額等回答表

令和 子年 ′月′F日
令和4年 1月 28日 〈金)薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬‐動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金 契約金等の受取(割当て)額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のエトキサゾールの残留基準の設定について

②食品中のシフル円ンの残留基準の設定について

③食品中のトリフルミゾールの残留基準の設定について

④食品中の1-ナフタレン酢酸の残留基準の設定について

⑤食品中のフルフE/クスロンの残留基準の設定について

⑥食品中のフロメトキンの残留基準の設定について

⑦食品中のベルメリンの残留基準の設定について

③食品中のベンタゾンの残留基準の設定について

⑨食品中のメトミノスhrlビンの残留基準の設定について



①食品中の工時 サゾールの残留基準の設定について

i霞遣企業等 ,: J
契約金等の受取(割当て

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

□ 令和元年度

□ 令和2年度

〆 無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万 円以下

該

該

し

し

無

無

ラ

ー

有

有

無

無

有

有

の

の

当

当● 審議の公平さこ疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1特

記事項

②食品中のシフルドリンの残留基準の設定について

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料

□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

□ 令和元年度

□ 令和2年度

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

□ 令和元年度

□ 令和2年度

● 申請資料等の作成に密接に関与

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1特

記事項

♂
〆
‐
‐
Ｊ

有

有

□

□該当の有無 :

↓

↓

ピ 無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下

500万円超

当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万円超～500万 円以下

し

し

無

無
● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1特

記事項

③食品中のドリフルミゾールの残留基準の設定について
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無
♂
〆
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‐
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有

有

□

□

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料

□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料

□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

該当の有無 :



④食品中の1-ナフタレン酢酸の残留基準の設定について

□ 令和元年度

□ 令和2年度

革):  アクロカネ〕

取(害1当 て)額奇 4T並 夭 詢 笠 寺 の 実 駆 言ヽJ当 (′ 観

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

→ 受取の有無 :□ 有リ  ビ 無し

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万 円以下

□ 500万円超

該当の有無 :□

該当の有無 :□

□

● 申請資料等の作成に

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1特

記事項

し

し

無

無

ど
ν
．
‐
‐
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有

有

⑤食品中のフルフェノクスロンの残留基準の設定について

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料

□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

● 寄付金 契約金等の受取 (害J当 て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度
□ 令和元年度

□ 令和2年度

● 申

● 審議の公平さこ疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1特

記事項

→ 受取の有無 :□ ♂ 無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下

□ 500万円超

し

し

無

無

ど

Ｌ
‐
‐

Ｊ

有り

⑥食品中のフロメトキンの残留基準の設定について

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料
□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬
□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

ビ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

□ 令和元年度

□ 令和2年度

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下

500万 円超
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し

じ

無

無

ｒ
ｒ

有

有

□

□

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料

□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式



.籠蒙亀具彗麗摯簑課嘉詳分罫巻躍号
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受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

:□ 有り ご 無し
当該年度における受取額

□ 50万 円以下

□ 50万円超～500万 円以下

超

該当の有無 :

該当の有無 :

□ 令和元年度

□ 令和2年度

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1特

記事項

⑦食品中のベルメblJンの残留基準の設定について

し

し

無

無
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有

有

□

□

□ 寄附金(奨学寄付金含む)

□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料

□ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料

□ 当該企業の株式
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受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

□ 令和元年度

□ 令和2年度

● 申請資料等の作成に密接に関与

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1特

記事項

③食品中のベンタゾンの残留基準の設定について

げ 無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万 円以下

500万 円超

し

し
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有

有

□

□

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金  ロ コンサルタント料 指導料

□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

● 寄付金 契約金等の受取(割 当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

□ 令和元年度

□ 令和2年度

ビ 無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下

□

● 申請資料等の作成に密接に関与

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

1特

記事項

し

し

無

無

レ
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有

有

□

□

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料

□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式

r



⑨食品中のメトミノストロビンの残留基準の設定について

受取有りの場合、最も多い寄附金 契約金等を受け取つた年度

□ 令和元年度

□ 令和2年度

ご 無し
当該年度における受取額

□ 50万円以下

□ 50万円超～500万円以下

□ 500万円超
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有審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

□ 寄附金(奨学寄付金含む)         □ 研究契約金   ロ コンサルタント料 指導料

□ 特許権 特許使用料 商標権による報酬

□ 講演料  □    原稿執筆料    □ 当該企業の株式



（ 宛　先 ）

〒100－8916 東京都千代田区霞が関１－２－２
電話　 03（5253）1111　（内線4289）

03（3595）2423　（18時以降）
FAX 03－3595－2432　（残留農薬等基準審査室ＦＡＸ）

令和　　　年　　　月　　　日

令和4年1月28日（金） 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬･動物用医薬品部会

現　職

氏　名

④食品中の1-ナフタレン酢酸の残留基準の設定について

⑤食品中のフルフェノクスロンの残留基準の設定について

⑥食品中のフロメトキンの残留基準の設定について

⑦食品中のペルメトリンの残留基準の設定について

⑧食品中のベンタゾンの残留基準の設定について

⑨食品中のメトミノストロビンの残留基準の設定について

③食品中のトリフルミゾールの残留基準の設定について

厚生労働省　医薬・生活衛生局
　食品基準審査課　残留農薬等基準審査室　宛

寄付金・契約金等受取（割当て）額等回答表

　以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取（割当て）額等について、別紙のとおり回
答する。

①食品中のエトキサゾールの残留基準の設定について

②食品中のシフルトリンの残留基準の設定について



企業名（製造企業等）： 協友アグリ株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（製造企業等）： バイエルクロップサイエンス株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： 日本曹達株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

①食品中のエトキサゾールの残留基準の設定について

②食品中のシフルトリンの残留基準の設定について

③食品中のトリフルミゾールの残留基準の設定について



企業名（申請企業等）： アグロカネショウ株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： BASFジャパン株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： 日本化薬株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

④食品中の1-ナフタレン酢酸の残留基準の設定について

⑤食品中のフルフェノクスロンの残留基準の設定について

⑥食品中のフロメトキンの残留基準の設定について



企業名（申請企業等）： MeijiSeikaファルマ株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（製造企業等）： 住友化学株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： BASFジャパン株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

⑦食品中のペルメトリンの残留基準の設定について

⑧食品中のベンタゾンの残留基準の設定について



企業名（申請企業等）： 住商アグロインターナショナル株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

⑨食品中のメトミノストロビンの残留基準の設定について























（宛　先）

〒100－8916

電話

FAX

厚生労働省　医薬・生活衛生局
食品基準審査課残留農薬等基準審査室殖呼ヰ

東京都千代田区霞が関1－2－2
03（5253）1111（内線4289）

03（3595）2423（18時以降）

03－3595－2432（残留農薬等基準審査室FAX）

寄付金・契約金等受取（割当て）額等回答表 

令和中年／月′〆日

令和4年1月28日（金）薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬■動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取（割当て）額等について、別紙のとおり回

答する。

①食品中のエトキサゾールの残留基準の設定について

②食品中のシフルトリンの残留基準の設定について

③食品中のトリプルミゾールの残留基準の設定について

④食品中のトナフタレン酢酸の残留基準の設定について

⑤食品中のフルフェノクスロンの残留基準の設定について

⑥食品中のフロメトキンの残留基準の設定について

⑦食品中のベルメトリンの残留基準の設定について

⑧食品中のベンタゾンの残留基準の設定について

⑨食品中のメトミノストロビンの残留基準の設定について

現職　舶庖 絹称号及後
氏　名　　　　（



①食品中のエトキサゾールの残留基準の設定について

企業名（製造企業等）：　協友アグリ株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

→　受取の有無：□　有り 〆無し
当該年度における受取額

□　令和元年度 佰ｸ��S�iﾈ鈴+r�

□　令和2年度 �8ﾘ��S�iﾈ苓躋�

□　令和3年度 �����S��iﾈ冷�

【受取額の内訳】 � 

□　寄附金（奨学寄付金含む）　　　　　　　　□　研究契約金　　ロ　コンサルタント料・指導料 

□　特許権・特許使用料・商標権による報酬 

□　講演料　　□　　　　原稿執筆料　　　　□　当該企業の株式 

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

②食品中のシフルドルの残留基準の設定について

企業名（製造企業等）：　バイエルクロツプサイエンス株式会
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

超～500万円以下

超

→　該当の有無：□　有り

→　該当の有無：□　有り

＝壷痛の有無＝□有り　〆無し

当該年度における受取額
□令和元年度 □令和2年度 口令和3年度 ��十喜≡呂≡ 

【受取額の内訳】 �� 

□　寄附金（奨学寄付金含む） �����ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料・指導料 

□　特許権・特許使用料・商標権による報酬 �� 

□　講演料　　□　　　　原稿執筆料 �����9h･舒仂h,ﾈｩH��� 

□　その他（＿ ��｢� 

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

③食品中のトノフルミゾールの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　日表書達株式会社
●寄付金■契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

円超～500万円以下

→　該当の有無：□　有り

一→　該当の有無：□　有り

→受虚の有無‥□有り　〆無し

当該年度における受取額
口令和元年度 ロ令和2年度 □令和3年度 �� 

【受取額の内訳】 �� 
□　寄附金（奨学寄付金含む） �8ﾘ��ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料弓旨導料 

□　特許権・特許使用料・商標権による報酬 �� 

口　講演料　　口　　　　原稿執筆料 �����9h･舒仂h,ﾈｩH���■ 

□　その他（ ��｢� 

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

超～500万円以下

→　該当の有無：□　有り

→　該当の有無：□　有り



④食品中の1－ナフタレン酢酸の残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　アグロカネショウ株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
□　令和元年度

□　令和2年度

□　令和3年度

→　受取の有無：□　有り ／無し

当該年度における受取額

□　50万円以下

ロ　50万円超～500万円以下

□　500万円超

【受取額の内訳】 �� 
□　寄附金（奨学寄付金含む） 佰ｸ�HﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料・指導料 

口　特許権・特許使用料・商標権による報酬 �� 

□　講演料　　□　　　　原稿執筆料 禰��9h･舒仂h,ﾈｩH��� 

□　その他（ ��｢� 

●申請資料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

⑤食品中のフルフェノクスロンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　BASFジャパン株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度
□　令和元年度

□　令和2年度

□　令和3年度

→　該当の有無：□　有り

→　該当の有無：□　有り

→受取の有料占「訂‾　訂無し

当該年度における受取額

□　50万円以下

□　50万円超～500万円以下

□　500万円超

【受取額の内訳】 �� 

ロ　寄附金（奨学寄付金含む） �����ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料・指導料 

□　特許権・特許使用料・商標権による報酬 �� 

□　講演料　　□　　　　原稿執筆料 �����9h･舒仂h,ﾈｩH��� 

ロ　その他（ ��｢� 

●申請資料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

⑥食品中のフロメトキンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　日太イヒ薬株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口　令和元年度

□　令和2年度

口　令和3年度

→　該当の有無：□　有り

→　該当の有無：□　有り

一→　受取の有無：□　有り 彦　無し

当該年度における受取額

□　50万円以下

口　50万円超～500万円以下

□　500万円超

【受取額の内訳】 �� 
□　寄附金（奨学寄付金含む） �����ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料1指導料 

□　特許権・特許使用料・商標権による報酬 �� 

□　講演料　　□　　　　原稿執筆料 �����9h･舒仂h,ﾈｩH��� 

白　皐の他（ ��｢� 

●申請資料等の作成に密接に関与
●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

→　該当の有無：□　有り

→　該当の有無：□　有り



企業名（申請企業等）：　MeHiSeikaフアルマ

●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

□　令和元年度

口　令和2年度

□　令和3年度

→　受取の有無：□　有り ／無し

当該年度における受取額

口　50万円以下

□　50万円超～500万円以下

口　500万円超

【受取額の内訳】 �� 

□　寄附金（奨学寄付金含む） �����ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料・指導料 

□　特許権・特許使用料・商標権による報酬 �� 

□　講演料　　□　　　　原稿執筆料 �����9h･舒仂h,ﾈｩH��� 

□　その他（ ��｢� 

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

⑦食品中のベルメトノンの残留基準の設定について

企業名（製造企業等）：　住友イヒ学株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

D　令和元年度

□　令和2年度

□　令和3年度

→　該当の有無：ロ　有り

→　該当の有無：□　有り

→受取の有無＝□有。訂無し

当該年度における受取額

□　50万円以下

□　50万円超～500万円以下

□　500万円超

【受取額の内訳】 �� 

□　寄附金（奨学寄付金含む） �����ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料弓旨導料 

□　特許権・特許使用料・商標権による報酬 �� 

口　講演料　　□　　　　原稿執筆料 �����9h･舒仂h,ﾈｩH��� 

□　その他（ ��｢� 

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

⑧食品中のベンタゾンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　BASFジャパン株式会社
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

□　令和元年度

口　令和2年度

□　令和3年度

→　該当の有無：□　有り

→　該当の有無：□　有り

→受取の有無＝□有。　√無し

当該年度における受取額

□　50万円以下

□　50万円超～500万円以下

□　500万円超

【受取額の内訳】 �� 

□　寄附金（奨学寄付金含む） �8ﾘ��ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料・指導料 

□　特許権・特許使用料・商標権による報酬 �� 

□　講演料　　□　　　　原稿執筆料 �����9h･舒仂h,ﾈｩH��� 

□　その他（ ��｢� 

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

→　該当の有無：□　有り

→　該当の有無：□　有り
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⑨食品中のメトミノストロビンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：　住商アグロインターナショナル株式会
●寄付金・契約金等の受取（割当て）額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

□　令和元年度

□　令和2年度

□　令和3年度

二受取の有無＝□有。　訂無し

当該年度における受取額

□　50万円以下

□　50万円超～500万円以下

口　500万円超

【受取額の内訳】 �� 

□　寄附金（奨学寄付金含む） �����ﾊHｸhﾅ�o�ｾ��ロ　コンサルタント料・指導料 

□　特許権・特許使用料t商標権による報酬 �� 

口　講演料　　□　　　　原稿執筆料 �����9h･舒仂h,ﾈｩH��� 

□　その他（ ��｢� 

●申請資料等の作成に密接に関与

●審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

→　該当の有無：□　有り

→　該当の有無：□　有り

﹈



(宛先）

厚生労働省医薬・生活衛生局
食品基準審査課残留農薬等基準審査室宛

  〒100—8916 東京都千代田区霞が関1-2—2
  電話03(5253)1 1 1 1(内線4289)

03(3595)2423 (18時以降）
  FAX 03-3595-2432 (残留農薬等基準審査室FAX)

寄付金・契約金等受取(割当て)額等回答表

令和参年/月/ツ日
令和4年1月28日（金）薬事-食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取(割当て)額等について、別紙のとおり回
答する。

  ①食品中のエキサゾールの残留基準の設定について

  ②食品中のシフルドJンの残留基準の設定について

  ③食品中のドJフルミゾールの残留基準の設定について

  ④食品中の1-ナフタレン酢酸の残留基準の設定について

  ⑤食品中のフルフェノクスロンの残留基準の設定について

  ⑥食品中のフロメトキンの残留基準の設定について

  ⑦食品中のペルメドJンの残留基準の設定について

  ⑧食品中のベンタゾンの残留基準の設定について

  ⑨食品中のメトミノストロピンの残留基準の設定について

現職国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長

氏名 ¥ f 了



①食品中のエトキサゾールの残留基準の設定について

企業名（製造企業等）：協友アグリ株式会社
・寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2年度

口令和3年度

一受取の有無：口有り cf 無し
当該年度における受取額

口 50万円以下

ーロ 50万円超~500万円以下

.口 500万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金(奨学寄付金含む）口研究契約金ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料口原稿執筆料口 当該企業の株式

  口 その他（）

   ・申請資料等の作成に密接に関与該当の有無：口有り無し

  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係一該当の有無：口有り 5/無し

  「特記事項I

②食品中のシフルドJンの残留基準の設定について

企業名(裂造企業等）：バイエルクロップサイエンス秩式会計
・寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2年度

口令和3年度

受取の有無：口有り Ef無し

当該年度における受取額

口 50万円以下

-口 50万円超~500万円以下

.口 500万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金(奨学寄付金含む）口研究契約金ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料口原稿執筆料口 当該企業の株式

  口 その他（）

  ・申請資料等の作成に密接に関与-該当の有無：口有り ¢ 無し
  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係一該当の有無：口有り 切無し

  「特記事項1

③食品中のドJフルミゾールの残留基準の設定について

並塞名（申請企業等）：日本曹達株式会社
寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2年度

   口令和3年度

受取の有無：口有り 函無し
当該年度における受取額

口 50万円以下

-口 50万円超~500万円以下

口 500万円超

【受取額の内訳】

口寄附金(奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

  口講演料 口原稿執筆料

   口 その他（

口研究契約金

口 当該企業の株式

ロ コンサルタント料・指導料

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

該当の有無：口有り

該当の有無：口有り

ぼ無し

 無し



④食品中の1-ナフタレン酢酸の残留基準の設定について

―該当の有無：口有り

―該当の有無：口有り

―受取の有無：口有り 0 無し

当該年度における受取額

 α 5〇万円以下

-口 50万円超~500万円以下

.口 500万円超

・寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2年度

口令和3年度

・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

「特記事項

口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口 当該企業の株式

【受取額の内訳】

口寄附金(奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料口原稿執牽料

口 その他（

企業名（申請企業等）:アヴロカネショウ秩式会針
・寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有1Jの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2年度

口令和3年度

―受取の有無：口有り 苗無し

当該年度における受取額

口 50万円以下

-口 50万円超~500万円以下

.口 500万円超

【受取額の内訳】

   口 寄附金(奨学寄付金含む）口研究契約金ロ コンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料口原稿執筆料口 当該企業の株式

    口 その他（ )
  ・申請資料等の作成に密接に関与一該当の有無：口有り H 無し
  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係一該当の有無：口有り ぼ無し
「特記事項

⑤食品中のフルフェノクスロンの残留基準の設定について

企業名（由諸企業塞）：BASFジャパン株式会社

寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2年度

   口令和3年度

  受取の有無：口有り無し

当該年度における受取額

口 50万円以下

-口 50万円超~500万円以下

口 500万円超

【受取額の内訳】

口寄附金(奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料口原稿執筆料

   口 その他（

口研究契約金 ロコンサルタント料・指導料

口 当該企業の株式

申請資料等の作成に密接に関与

審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

特記事項

該当の有無：口

該当の有無：口

 有り

 有り

ef無し
s/無し

⑥食品中のフロメトキンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：日本化薬株式会社

し
し

無
無



―該当の有無：口有り

―該当の有無：口有り

―該当の有無：口有り

―該当の有無：口有り

―該当の有無：口有り

―該当の有無：口有り

―受取の有無：口有り 0 無し

当該年度における受取額

口 50万円以下

-口 50万円超~500万円以下

.口 500万円超

―受取の有無：口有り 0 無し

当該年度における受取額

口 50万円以下

-口 50万円超~500万円以下

.口 500万円超

一受取の有無：口有り 0 無し

当該年度における受取額

口 50万円以下

ー ロ 50万円超~500万円以下

.口 500万円超

・寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2年度

口令和3年度

・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

「特記事項

寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2年度

口令和3年度

・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

「特記事項

・寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2年度

口令和3年度

・申請資料等の作成に密接に関与

・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係

「特記事項

⑧食品中のベンタゾンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）：BASFジャパン株式会社

⑦食品中のペルメドJンの残留基準の設定について

企業名(製造企業等）：住友化学株式会社

  口研究契約金ロ コンサルタント料・指導料

口 当該企業の株式

【受取額の内訳】

口寄附金(奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料口原稿執筆料

口 その他（

  口研究契約金ロコンサルタント料・指導料

口 当該企業の株式

)

【受取額の内訳】

口寄附金(奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料口原稿執筆料

口 その他（

  口研究契約金ロコンサルタント料・指導料

口 当該企業の株式

)

【受取額の内訳】

口寄附金(奨学寄付金含む）

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

   口講演料口原稿執筆料

 π その他（

企業名（申請企業等）:MeijLSeikaファルマ施式会社
し
し

"
・
0

し
し

無
無

^
-
0

し
し

無
無
-
 
.
J



⑨食品中のメトミノストロビンの残留基準の設定について

企業名（申請企業等）:件商アヴロイン々一十ショナル秩式会計
・寄付金・契約金等の受取(割当て)額

受取有リの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度

口令和元年度

口令和2年度

口令和3年度

  一受取の有無：口有り無し

当該年度における受取額

口 50万円以下

-口 50万円超~500万円以下

.口 500万円超

【受取額の内訳】

   口寄附金(奨学寄付金含む）口研究契約金ロコンサルタント料・指導料

口特許権・特許使用料・商標権による報酬

    口講演料口原稿執筆料口 当該企業の株式

   口 その他（一J
   ・申請資料等の作成に密接に関与一該当の有無：口有リ無し
  ・審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係一該当の有無：口有り ば無し
  「特記事項1













（ 宛　先 ）

〒100－8916 東京都千代田区霞が関１－２－２
電話　 03（5253）1111　（内線4289）

03（3595）2423　（18時以降）
FAX 03－3595－2432　（残留農薬等基準審査室ＦＡＸ）

令和　　　年　　　月　　　日

令和4年1月28日（金） 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬･動物用医薬品部会

現　職

氏　名

④食品中の1-ナフタレン酢酸の残留基準の設定について

⑤食品中のフルフェノクスロンの残留基準の設定について

⑥食品中のフロメトキンの残留基準の設定について

⑦食品中のペルメトリンの残留基準の設定について

⑧食品中のベンタゾンの残留基準の設定について

⑨食品中のメトミノストロビンの残留基準の設定について

③食品中のトリフルミゾールの残留基準の設定について

厚生労働省　医薬・生活衛生局
　食品基準審査課　残留農薬等基準審査室　宛

寄付金・契約金等受取（割当て）額等回答表

　以下の申請に係る企業からの寄付金・契約金等の受取（割当て）額等について、別紙のとおり回
答する。

①食品中のエトキサゾールの残留基準の設定について

②食品中のシフルトリンの残留基準の設定について



企業名（製造企業等）： 協友アグリ株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（製造企業等）： バイエルクロップサイエンス株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： 日本曹達株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

①食品中のエトキサゾールの残留基準の設定について

②食品中のシフルトリンの残留基準の設定について

③食品中のトリフルミゾールの残留基準の設定について



企業名（申請企業等）： アグロカネショウ株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： BASFジャパン株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： 日本化薬株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

④食品中の1-ナフタレン酢酸の残留基準の設定について

⑤食品中のフルフェノクスロンの残留基準の設定について

⑥食品中のフロメトキンの残留基準の設定について



企業名（申請企業等）： MeijiSeikaファルマ株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（製造企業等）： 住友化学株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

企業名（申請企業等）： BASFジャパン株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

⑦食品中のペルメトリンの残留基準の設定について

⑧食品中のベンタゾンの残留基準の設定について



企業名（申請企業等）： 住商アグロインターナショナル株式会社
● 寄付金・契約金等の受取（割当て）額 → 受取の有無： □ 有り □ 無し

受取有りの場合、最も多い寄附金・契約金等を受け取った年度 当該年度における受取額

□ 令和元年度 □ ５０万円以下

□ 令和２年度 □ ５０万円超～５００万円以下

□ 令和３年度 □ ５００万円超

　【受取額の内訳】

□ 寄附金（奨学寄付金含む） □ 研究契約金 □ コンサルタント料・指導料

□ 特許権・特許使用料・商標権による報酬

□ 講演料 □ 原稿執筆料 □ 当該企業の株式

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 申請資料等の作成に密接に関与 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

● 審議の公平さに疑念を生じさせると考えられる特別の利害関係 → 該当の有無： □ 有り □ 無し

特記事項

⑨食品中のメトミノストロビンの残留基準の設定について


